
 

 

行政財産使用許可等の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：令和－年－月－日、事務局：令和３年 11月１日から令和４年１月 31日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

河内警察署 

 

 

 

行政財産の使用許可について、２点の不備があった。 

 

１ 行政財産使用許可書に誤った許可数量を記載していた。 

 

許可内容 

 

 種別 
許可 

数量 
目的 

年間 

使用料 
借用期間 

誤 工作物 
交通信号機

11本 

防犯カメラ及

び広報板 
免除 

 

R １ .10. １ 

～R６.３.31 

 

正 工作物 
交通信号機

12本 

防犯カメラ及

び広報板 
免除 

 

R １ .10. １ 

～R６.３.31 

 

 

２ 上記使用許可後、当該行政財産の使用を許可された者から、行政財産 

目的外使用廃止届により一部廃止の申出があり、本来、行政財産使用

許可変更申請書に補正を求めた上で行政財産使用変更許可書を交付す

べきところ、誤って行政財産使用許可取消書を交付していた。 

 

 

  

１ 検出事項について、速やかに是正措置を行われたい。 

また、検出事項について原因を確認し、所属のチェッ

ク体制を強化する等、再発防止に向け必要な措置を講じ

られたい。 

 

２ 検出事項について、速やかに是正措置を行われたい。 

また、今後は行政財産の使用許可の手続について、法

令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

【公有財産事務の手引】 

第３章 公有財産の管理事務 

第７節 使用許可 

第７ 使用許可の変更 

使用許可を受けた物件の名称、所在場所、構造、

数量（面積）、使用期間、使用料及び利用目的を当初

の使用許可との同一性を失わせることなく変更する

場合をいう。 

たとえば、当初、電柱３本を許可したが、後に１

本を追加した場合、同一敷地内において設置場所を

移動した場合、木柱をコンクリート柱に立て替えた

場合等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 検出事項について、当該使用許可

条件を正しい使用数量に是正した上

で、行政財産使用変更許可書を令和

４年２月14日付相手方に交付した。 

  検出事項が発生した原因は、相手

方から提出された行政財産使用に係

る申請書の内容と、行政財産使用許

可書の内容の確認が不十分であった

ためである。 

今後は同種の誤りを繰り返さない

よう、申請書の内容が行政財産使用

許可書に確実に反映されているかに

ついて、事務担当者による確認だけ

でなく、決裁過程でのチェック体制

の強化を図り、適正な事務処理を行

う。 

 

２ 当該行政財産使用許可取消書は職

権により取消し、改めて行政財産使

用変更許可書を令和４年２月14日付

相手方に交付した。 

  今後は法令等に基づき、適正な事

務処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


